
○能代市予定価格の事後公表の試行に係る実施要綱 

令和元年５月２３日 

告示第１０号    

（趣旨） 

第１条 この告示は、能代市が発注する建設工事（以下「工事」という。）について、

入札執行後の予定価格の公表（以下「事後公表」という。）を試行的に実施するに

当たり、必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 事後公表の対象となる工事（以下「対象工事」という。）は、条件付一般競

争入札又は応募型指名競争入札で発注する工事のうち、能代市建設工事入札制度実

施要綱（平成１８年能代市告示第１２号。以下「工事入札要綱」という。）第２０

条に規定する入札参加審査会が選定した工事とする。 

（入札公告等） 

第３条 対象工事の入札を執行しようとするときは、あらかじめ、当該工事が事後公

表の対象であることを入札公告等において告知するものとする。 

２ 工事入札要綱第２５条第１項第３号及び第３６条第１項第３号の規定にかかわら

ず、対象工事に係る入札公告及び入札の公募においては、予定価格を公告及び公表

しない。 

（入札の執行） 

第４条 対象工事の入札においては、工事入札要綱第３１条（第４１条において準用

する場合を含む。）の規定にかかわらず、予定価格を超える金額を記入した入札書

については無効としない。 

２ 対象工事に係る第１回目の入札において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価

格以上の価格の入札が無いときは、その場において直ちに再度入札を行うことがで

きるものとし、入札の回数は３回までとする。 

３ 前項の場合において、最低制限価格を下回った価格で入札し、失格となった者は、

第２回目及び第３回目の入札に参加することができないものとする。 

４ 第２項の再度入札においては、工事入札要綱第５５条の規定にかかわらず、入札

時における見積内訳書の提出は要しない。 

５ 対象工事の入札においては、工事入札要綱第５６条第１項の規定にかかわらず、

低入札価格調査制度は適用しない。 

（予定価格の公表時期） 

第５条 対象工事の予定価格は、契約締結後に公表するものとする。 

附 則 

この告示は、令和元年６月１日から施行し、令和元・２年度の定期の資格審査によ



り格付業者を建設業者等級格付名簿へ登載した日以後に公告又は公募する工事から適

用する。 


